
【歳入】
 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 104,000 千円

（R６地方消費税交付金予算額　　190,600千円×12/22）

【歳出】

千円

(単位：千円)

国(県)
支出金

地方債 その他

地方消費税
交付金

(社会保障
 財源分)

その他

福祉医療給付事業 57,013 25,890 0 0 2,819 28,304

障害者福祉事業 236,365 151,801 0 300 7,631 76,633

高齢者福祉事業 211,646 6,471 0 2,202 18,382 184,591

児童福祉事業 265,708 84,812 0 14,532 15,067 151,297

母子福祉事業 1,798 0 0 0 163 1,635

小　　　計 772,530 268,974 0 17,034 44,062 442,460

国民健康保険特別会計繰出金 68,593 39,947 0 0 2,594 26,052

後期高齢者医療特別会計繰出金 36,421 27,315 0 0 823 8,283

介護保険事業特別会計繰出金 139,860 6,126 0 0 12,112 121,622

小　　　計 244,874 73,388 0 0 15,529 155,957

健康増進事業 16,496 995 0 1,659 1,254 12,588

がん検診等事業 6,735 50 0 2,132 412 4,141

病院事業会計繰出金 451,038 0 0 16,799 39,327 394,912

古海診療所特別会計繰出金 1,539 0 0 0 139 1,400

予防対策事業 23,923 254 0 0 2,144 21,525

母子保健事業 13,147 604 0 34 1,133 11,376

小　　　計 512,878 1,903 0 20,624 44,409 445,942

1,530,282 344,265 0 37,658 104,000 1,044,359

※１

※２

※３ 上記経費については、事務費及び職員の職員給与費等を除いています。

地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当状況

　地方消費税交付金のうち消費税引上げに伴う増収分については、「消費税法第１条第２項に
規定する経費（年金、医療、介護、少子化対策）その他の社会保障施策（社会福祉、社会保
険、保健衛生に関する施策）に要する経費に充てるものとする」とされています。

　令和６年度信濃町一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記の
とおりです。

1,530,282

財 源 内 訳
特 定 財 源  一 般 財 源

合　　　計
地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、地方消費税交付金の予算額の22分の12に相当する額。

 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保
障施策に要する経費

区    分
令和 5 年 度
当 初 予 算

社
会
福
祉

社
会
保
険

地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、「社会保障４経費」（制度として確立された年金、医療及び介護の社会保
障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費）に係る事業へ按分し充当しています。

保
健
衛
生


